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仕 様 書 
 
１ 契約内容 
(1) 件  名 

お薬代負担軽減のご案内（ジェネリック医薬品利用差額通知書）封入封緘等業務 
 
(2) 納入期限及び納入先 

 納入期限：令和７年８月 22日（金） 
 納 入 先：青森県後期高齢者医療広域連合 
      青森市新町二丁目４番１号 青森県共同ビル１階 

 
(3)業務内容及び件数 

 作業名 件 数 

① 
「お薬代負担軽減のご案内」の印字（電算出力） 
用紙規格：Ａ４上質紙 55㎏ 
印刷仕様：両面刷り（４色カラーオフセット印刷） 

10,000件 

② ① の三つ折り業務 10,000件 

③ ② の封入業務 10,000件 

④ ③ の封緘業務 10,000件 

 
(4) 委託者からの引渡物 
・(3)①の印字データ 
・窓付き封筒 

 
(5) 納品物 
・(3)④の成果物 
・作業後の余剰物 

 
(6) 受託条件 
ア 受託者は、本業務に当たって、青森県後期高齢者医療広域連合条例及び関係法令を十分
に遵守すること。 

イ 受託者は、本業務の履行により知り得た業務内容を一切第三者に漏らしてはならない。 
ウ 受託者は、(4)の引渡物について、契約期間終了まで厳重に保管し、業務の履行上不要
となった時点で遅滞なく返還すること。 

エ (4)の引渡物の収受は、青森県後期高齢者医療広域連合事務室内（青森市新町二丁目４
番１号 県共同ビル１階）にて行うものとする。 

オ 受託者は、自ら作成したデータ等について、業務の履行上不要となった時点で、委託者
の立会のもと、確実な方法をもって消去し、又は廃棄しなければならない。 

カ 受託者は、業務に関するデータ等を他の目的に使用してはならない。 
キ 受託者は、個人情報保護に細心の注意を払うこととし、情報の漏えい等が発生した場合
は、直ちに漏えい等を防止する措置を講じるとともに、直ちにその状況を報告し、委託者
の指示を受けるものとする。 

 
(7) その他 
ア 受託者は、本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上の疑義が生じた事項については、
その都度、委託者と協議のうえ処理する。 

イ 本業務は、数量については若干変動することがあるが、その場合の価格の見直しは行わ
ないものとする。ただし、著しい変動がある場合においては、その都度、協議の上、価格
の見直しを行うものとする。 

ウ 製品作成について特許等がある場合は、受託者がその責任を負うこととする。 
エ 納入期限より前にテスト品の納品を必要とし、不備があった場合は合格までテストを行
うこととし、これに伴う費用は受託者が負担することとする。 
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２ 業務手順 
(1) 委託者の提供するデータ形式 
ア データの形式は、ＣＳＶファイル形式とする。（データレイアウトについては、別添１
「データレイアウト」を参照すること。）なお、未登録外字及び桁あふれ分が生じる場合
は、別途データ提供する。 

イ 使用するフォントは、「ＫＡＪＯ＿Ｊ入力システム後期高齢者医療広域連合電算処理シ
ステム対応版」に含まれるフォントとする。 

ウ 提供する際の文字コードは、ＵＴＦ－８とする。 
エ 外字は、Ｗｉｎｄｏｗｓの標準外字とし、住基ネット統一文字コードに準じた体系
（21,039文字）の範囲外となる外字について、私用領域（6,400文字）に対し当広域連合
がコード化したものを使用する。 

オ フォントデータの提供は、次のとおりとする。 
・内字：住基ネット統一文字コードに準じた体系（21,039 文字）については、受託者に
おいて入手する。 

・外字：上記範囲外となる私用領域（6,400 文字）については、委託者がコード化したも
のを提供する。 

カ 出力する際の文字コードは、ゴシック体及び明朝体（ＪＥＦ基本辞書）を使用する。 
キ 提供する際は、ＣＤ－Ｒに格納し、提供する。 
ク フィールド区切り記号（‚：カンマ）、テキスト区切り文字（”：ダブルコーテーショ
ン）を用いたデータ構造とする。 

（例） 
     1レコード目（データレコード） 
  
 
        "ATNM_ZIP_CS"‚"ATN_AD1_KJ"‚"ATN_SHM_KJ" 
            "030-9999"‚"青森県広域市後期一丁目 1－1"‚"広域 太郎" 
         "030-0000"‚"青森県広域市後期二丁目 1－2"‚"広域 花子" 
 

 
 
(2) 帳票の印刷（電算出力）に関する作業内容 
ア 帳票の印刷についてはプログラムを作成し、１(4)のデータから印刷する。 
イ データ内の情報により、①郵便番号順（住所別）、②被保険者番号順にソートし、市町
村別に印刷物の仕分けを行う。 

ウ 作業中の破損、印刷ミス等その他業務上発生した廃棄物についてはすべて委託者の指定
する方法で処理することとする。 

エ 受託者は、「ＫＡＪＯ＿Ｊ入力システム後期高齢者医療広域連合電算処理システム対応
版」に含まれるフォントに対応するために「ＫＡＪＯ＿Ｊ明朝フォントライセンス」を使
用することとする。 

オ 電算出力する項目は、別添２「出力レイアウト」を参考にすることとする。 
カ 本番の電算出力する前に各帳票のテスト出力をし、委託者から了承を得ること。 

 
(3) 封入封緘に関する作業内容 
ア 印刷物は、三つ折りし、委託者が指定する封筒に封入封緘する。 
イ 業務上発生した廃棄物について、個人情報が記載されているものについてはすべて委託
者の指定する方法で処理することとする。 

ウ 封入封緘された成果品は、市町村ごとに分類し、①郵便番号順（住所別）、②被保険者
番号順に並べ、500通ずつ梱包することとする。 

 
(4) その他 

成果品の搬入においては、個人情報の保護の重要性を認識し、漏えい、滅失及びき損の防
止に努めるよう細心の注意を払うこととする。（運搬方法等の詳細については、別途協議す
る。) 
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発送元

青森県後期高齢者医療広域連合

　〒8XXXXXXX
　20XXXXXXXXXXXXXXXXXX
　20XXXXXXXXXXXXXXXXXX
   20XXXXXXXXXXXXXXXXXX
   20XXXXXXXXXXXXXXXXXX
   20XXXXXXXXXXXXXXXXXX
   20XXXXXXXXXXXXXXXXXX

このお知らせに関するお問い合わせは

ジェネリック医薬品利用差額通知コールセンター

フリーダイヤル　０１２０－５３－０００６

平日　午前９時～午後５時まで

（祝日・年末年始を除く）

薬品名 お薬代 軽減できる金額

被保険者番号 8XXXXXXX

令和 2X 年 2X 月に処方された下記のお薬をよく流通している

ジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬代の負担が

１か月あたり

11XXXXXXXXX少なくとも 円程度軽減できる可能性があります。

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

32XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9XXXXXXXX円 8XXXXXXX円

処方された薬（先発医薬品）の
名称です。ジェネリック医薬品
が存在する薬が表示されていま
す。

１か月にかかった薬代です。
（薬局の技術料や管理料は含まれてい
ないため、実際の支払額と異なる場合
があります）

いま処方されている薬を、最も高い
ジェネリック医薬品に切り替えること
によって、軽減できる金額の目安で
す。

合　計 11XXXXXXXXX円 11XXXXXXXXX円

薬品名とは お薬代とは 軽減できる金額とは

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは

●先発医薬品の特許が切れた後に製造販売される、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、

同一の効能・効果を持つ医薬品のことです。

●ジェネリック医薬品は医療用医薬品です。希望される場合は、医師・薬剤師にご相談ください。

（医師の判断により、ジェネリック医薬品に変更できない場合もあります）

注：このお知らせは、医療機関・薬局からの請求データに基づいて作成しています。薬が１６種類を

超える場合は記載が省略されていますが、合計にはすべての薬の合計金額が表示されています。
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●バイオ医薬品とは？

バイオテクノロジーを応用

して作られた、タンパク質を

有効成分とする医薬品です。

●バイオシミラーとは？

バイオ医薬品の特許満了後に

製造販売される後続品で、

先行品と同じように使う

ことができます。

（価格は先行品の７割程度）

●バイオ医薬品や

バイオシミラーを使う

メリットは？

今までは治療が難しかった

病気への効果が期待されて

います。

バイオ医薬品や

バイオシミラーが

使われている病気の例

・がん ・糖尿病

・関節リウマチ

・腎性貧血 ・低身長

・クローン病

・潰瘍性大腸炎

・加齢黄斑変性 など
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